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【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年11月8日(2011.11.8)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの基礎台と、
　前記基礎台の上下側に重畳した拡散層と
　前記拡散層のうちの１つの拡散層上に重畳押圧した複数の活化層から構成された多層構
造を備えた空気負極において、
　スラリー(slurry)内に異なる塗布量もしくは異なる種類の触媒剤を加えて前記活化層を
形成し、同時焼結方式で前記拡散層と前記活化層を製作して、工程処理時間を節約するも
のであって、前記空気負極の厚みは０．０１から２０ｍｍの間とし、前記空気負極の密度
は０．０１から５．０ｇ／ｃｍ３の間とし、且つ
　前記拡散層は、前記基礎台の両側に疎水カーボン原料とＰＴＦＥ(polytetrafluoroethy
lene)結合剤と脱イオン水との混合物を乾燥して塗布することにより製作され、前記疎水
カーボン原料と前記ＰＴＦＥ結合剤と前記脱イオン水を２：１：５０の重量比で混合する
ことを特徴とする
　多層構造を備えた空気負極。
【請求項２】
　前記空気負極は、空気亜鉛電池、燃料電池もしくはコンデンサーの電極に適することを
特徴とする
　請求項１記載の多層構造を備えた空気負極。
【請求項３】
　前記空気負極は、前記基礎台を集電装置とし、且つ金属網で前記基礎台を構成し、
　前記金属網は金属線網、金属網格子もしくは網フォームとし、
　前記金属網の原料は、ステンレス、銅、ニッケル、銅合金、又はニッケル合金を含むこ
とを特徴とする
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　請求項１記載の多層構造を備えた空気負極。
【請求項４】
　前記拡散層が疎水カーボン及びＰＴＦＥ結合剤から形成され、且つ
　前記活化層を形成する前記スラリー(slurry)は、脱イオン水、メタノールもしくはイソ
プロパノールと混合した、親水カーボン原料、ＰＴＦＥ結合剤及び触媒剤から構成される
ことを特徴とする
　請求項１記載の多層構造を備えた空気負極。
【請求項５】
　前記触媒剤は、マンガン、コバルト、及びニッケルから選択される金属酸化物(metal o
xide)もしくは金属塩(metal salt)とし、
　触媒剤の異なる塗布量は前記活化層に添加された前記触媒剤の重量を変更することがで
き、
　異なる種類の触媒剤の目的は空気負極の上に前記金属塩(metal salt)もしくは前記金属
酸化物(metal oxide)を被せることを特徴とする
　請求項１記載の多層構造を備えた空気負極。
【請求項６】
　少なくとも１つの基礎台と、
　前記基礎台の上下側に重畳する拡散層と
　前記拡散層は、前記基礎台の両側に疎水カーボン原料とＰＴＦＥ(polytetrafluoroethy
lene)結合剤と脱イオン水との混合物を乾燥して塗布することにより製作されるとともに
、前記疎水カーボン原料と前記ＰＴＦＥ結合剤と前記脱イオン水が２：１：５０の重量比
で混合され、
　スラリー(slurry)内に異なる塗布量もしくは異なる種類の触媒剤を加えて複数の活化層
を形成する製造空気負極の方法において、
　二片の拡散層のうちの一片上に複数の活化層をそれぞれ重畳し、
　拡散層と活化層を同時焼結して工程処理時間を短縮することを特徴とする
　多層構造を備えた空気負極の製造方法。
【請求項７】
　前記空気負極は空気亜鉛電池、燃料電池もしくはコンデンサーの電極に適することを特
徴とする
　請求項６記載の多層構造を備えた空気負極の製造方法。
【請求項８】
　前記基礎台は集電装置による作用で、金属網から構成され、
　前記金属網は金属線網、金属網格子もしくは網フォームを含み、また
　金属網の原料は、ステンレス、銅、ニッケル、銅合金、又はニッケル合金を含むことを
特徴とする
　請求項６記載の多層構造を備えた空気負極の製造方法。
【請求項９】
　前記拡散層が疎水カーボン及びＰＴＦＥ結合剤から形成され、且つ
前記活化層を形成する前記スラリー(slurry)は、脱イオン水、メタノールもしくはイソプ
ロパノールと混合した、親水カーボン原料、ＰＴＦＥ結合剤及び触媒剤から構成されるこ
とを特徴とする
　請求項６記載の多層構造を備えた空気負極の製造方法。
【請求項１０】
　前記触媒剤は、マンガン、コバルト、及びニッケルから選択される金属酸化物(metal o
xide)もしくは金属塩(metal salt)とし、
　触媒剤の異なる塗布量は前記活化層に添加された前記触媒剤の重量を変更することがで
き、
　異なる種類の触媒剤は前記空気負極の上に前記金属塩(metal salt)もしくは前記金属酸
化物(metal oxide)を覆うことができることを特徴とする
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　請求項６記載の多層構造を備えた空気負極の製造方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】多層構造を備えた空気負極及びその製造方法
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多層構造の空気負極及びその製造方法に関するもので、特に空気亜鉛電池の
負極の新電極構造で、その電極構造は、空気亜鉛電池内部の電解液が外の空気の影響を受
けるのを防止する。
【背景技術】
【０００２】
　空気中の酸素分子を吸収することによって、負極反応するのが空気亜鉛電池である。そ
の高い効率と安定した放電出力効率によって、既にアルカリ電池の代替品と見られている
。この他、自動車電池、補聴器電池はどちらも空気亜鉛電池を使用した電力供給設備とな
っており、環境保護にも符合し、価格も低廉である。
【０００３】
　空気亜鉛電池は陽極に亜鉛金属を使用し、空気中（Ｏ２）の酸素が負極となるため、空
気亜鉛電池の負極を空気負極と称する。空気亜鉛電池内部の電解液は、水酸化カリウム（
ＫＯＨ）水溶液とする。空気中の酸素は負極を経て化学反応し、水酸イオン（ＯＨ－）を
形成し、亜鉛混合物　（亜鉛ジェル（ｚｉｎｃ　ｇｅｌ）、亜鉛薄板もしくは亜鉛薄片）
から構成された亜鉛陽極は、酸化還元（ｏｘｙｇｅｎ　ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ　ｒｅａｃｔ
ｉｏｎ）反応が出現し、安定した放電電圧を発生する。酸化還元化学方程式は以下のとお
りである。
負極：

陽極：

反応：

【０００４】
　空気亜鉛電池の空気負極は単に媒介物であり、その活動の大部分は使用されないか、も
しくは使い果たすことがないものである。空気亜鉛電池を製造する場合、空気亜鉛電池の
亜鉛陽極の充填物が効率と特定機能を高め、これによって空気亜鉛電池小型化の目標を達
成することができる。
【０００５】
　しかしながら、この種の空気亜鉛電池には孔を備えることによって空気を電池に取り込
む。空気亜鉛電池の基台は密封してはならず、半開放構造でなければならない。半開放式
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構造は、空気亜鉛電池の性能に影響を与え、更に空気亜鉛電池は空気の影響を受けやすく
、それによって使用寿命が短くなってしまう。
【０００６】
　この他、空気亜鉛電池上に常用する空気負極構造は、電池内部の陽極含水量を長期に維
持するのが困難な単層構造である。仮に外から入る空気の湿度が高い時、空気中の水分は
空気亜鉛電池の空気負極を経て空気亜鉛電池内部に進入し、電解液を薄め、放電圧を下げ
る。反対に外気の湿度が低い時、空気亜鉛電池内部の電解液の含水量が空気負極から流失
してしまう。結果、電解液を使い果たしてしまい、電池が正常に働かなくなる。
【０００７】
　多層構造を備えた空気負極を製造する通常の製造順序は、プレス構造の後、拡散層と基
礎台から構成される多層構造を高温焼結する。触媒剤層に拡散層を被せた後、多層構造を
焼結するのは不便であり、生産コストを上げることになる。
　そのうえ、従来の拡散層の製造工程では、米国特許出願ＵＳ３，７４８，１８４に開示
されるように、金属板にポリテトラフルオロエチレンと炭素と水との混合物を塗布して、
次に、１００℃程度で混合物を乾かす。しかしながら、最初に混合物が濡れた状態でシー
トに塗布されまたは分離可能な濾紙に堆積され、次に乾燥されると、蒸気ギャップ或いは
チャンネルは乾燥された混合物に残されることが可能である。そして、そのような蒸気ギ
ャップ或いはチャンネルは空気亜鉛電池に低効率に水分の含有量を維持する不都合につな
がる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　解決しようとする問題点は、単層構造では空気の影響を受けやすく、それによって使用
寿命が短くなってしまう点と、陽極の含水量維持問題であり、多層構造の場合は二回の焼
結を行わなければならならないので、不便であり、時間がかかる点である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、少なくとも一片基礎台、二片の拡散層と複数の活化層から構成された多層構
造の空気負極である。二片の拡散層は薄片状で、一片は基礎台上側に位置し、別一片は基
礎台下側に位置する。活化層は二片の拡散層のうちの一片上に重畳する。スラリー（ｓｌ
ｕｒｒｙ）には異なる塗布量もしくは異なる種類の触媒剤を加えて活化層を形成し、同時
焼結の方式で活化層と拡散層を成形し、工程処理時間を短縮する。空気負極を空気亜鉛電
池の負極とする場合、空気亜鉛電池内部の電解液は外気の影響を受けることがなく、更に
は空気亜鉛電池の亜鉛陽極の含水量維持問題を有効に克服することを最も主要な特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の多層構造を備えた空気負極及びその関連の製造方法は、同時焼結の方式で工程
処理時間を短縮し、空気亜鉛電池の亜鉛陽極の含水量維持問題を有効に克服するという利
点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　上述問題を改善するため、本発明の目的は多層構造から構成された負極を提供すること
にある。そのうち多層構造は少なくとも一基礎台、二片の拡散層と三片の活化層を含む。
二片の拡散層は基礎台の上下両側に重畳する。三片の活化層は適する順序に基づき、二片
の拡散層のうちの一片上に重畳する。特に活化層内には異なる塗布量もしくは異なる種類
の触媒剤を加入し、同時焼結方法で活化層と拡散層製作し、工程処理時間を短縮し、且つ
前記拡散層は、前記基礎台の両側に疎水カーボン原料と、ＰＴＦＥ（ｐｏｌｙｔｅｔｒａ
ｆｌｕｏｒｏｅｔｈｙｌｅｎｅ）結合剤と、脱イオン水との混合物を乾燥して、塗布する
ことにより製作される。
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　空気負極は、空気亜鉛電池、燃料電池もしくはコンデンサーの電極とすることができる
。二片の拡散層は多層絶縁構造と称し、空気中の水分の通過を減らして緩和するのに有効
である。空気負極に空気亜鉛電池の負極を使用する場合、空気亜鉛電池内部の電解液は外
界空気の影響を受けにくく、空気亜鉛電池の亜鉛陽極含水量の維持問題も有効に克服する
。乾燥しやすい環境のもとでは空気亜鉛電池の亜鉛陽極の含水量は一ヶ月維持することが
でき、更には長時間空気亜鉛電池の機能を安定して維持することができる。
【００１２】
　普通の空気負極と比較した場合、普通の空気電極、もしくはガス電極の電流密度はわず
か－０．０２５から－０．０８０Ａ／ｃｍ２の間に達するだけで、普通活化層の電流密度
は約－０．３Ａ／ｃｍ２である。しかし、本発明実施例中の空気負極電流密度は－０．３
４Ａ／ｃｍ２まで達することができ、比較的高い電流出力効率を提供することができる。
【００１３】
　この他、普通の空気負極（二片の拡散層と一片活化層から構成された三層構造）は、二
回の焼結をしなければならず、６０分間の時間を必要とする。しかし、本発明の空気負極
（二片の拡散層と三片の活化層から構成された五層構造）はわずか一回３０分間の焼結で
すみ、工程処理時間を節約することができる。
【００１４】
　本発明の別の目的は、空気負極を製造する方法を提供する。方法は下述のステップを含
む。
　ａ）．少なくとも１つの基礎台を提供する
　ｂ）．二片の拡散層を基礎台の上側と下側に重畳し、前記拡散層は、前記基礎台の両側
に疎水カーボン原料とＰＴＦＥ結合剤と脱イオン水との混合物を乾燥して塗布することに
より製作される。
　ｃ）．スラリー（ｓｌｕｒｒｙ）内に異なる塗布量もしくは異なる触媒剤を加入して少
なくとも三片の活化層を形成する
　ｄ）．その三片の活化層をそれぞれ二片の拡散層の内の一片上に重畳押圧する
　ｅ）．活化層と拡散層を同時焼結して工程処理時間を短縮する。
【００１５】
　更に、スラリー（ｓｌｕｒｒｙ）で構成された活化層内に、異なる塗布量もしくは異な
る種類の触媒剤をそれぞれ入れ、そして比較的高い放電流を提供し、長時間の放電期間で
も効果を維持しやすい。
＜実施方式＞
【００１６】
　図１Ａから図１Ｅは、本発明の良好な実施例を示した空気負極を説明する。空気負極１
０は、多層構造となっており、空気中の水分の通過を減らす。空気負極１０は、少なくと
も一片の基礎台１１、二片の拡散層１２と少なくとも三片の活化層１３を含む。二片の拡
散層１２は、基礎台１１の上下側に重畳される。三片の活化層１３は、それぞれ適する順
序で二片の拡散層の内の一片上に重畳設置される。スラリー（ｓｌｕｒｒｙ）（図未提示
）内に異なる塗布量、もしくは異なる種類の触媒剤（図未提示）を入れ、活化層１３を形
成する。同時焼結する方法で活化層１３と拡散層１２を製作し、工程処理時間を短縮する
。異なる触媒剤塗布量は、空気負極１０上の触媒剤重量を変化させ、また異なる種類の触
媒剤として異なる金属塩（ｍｅｔａｌ　ｓａｌｔ）もしくは金属酸化物（ｍｅｔａｌ　ｏ
ｘｉｄｅ）を空気負極１０上に被せる。普通の単一活化層の空気負極は、活化層内に於い
て３ｍｇ／ｃｍ２のＭｎＯ２（酸化マンガン）を加えると、電気特性が不安定な問題を引
き起こすが、実施例で説明する三層活化層の空気負極は、個別に各層内に１ｍｇ／ｃｍ２

のＭｎＯ２、１ｍｇ／ｃｍ２の酸化コバルトと１ｍｇ／ｃｍ２のＭｎＯ２を加えて安定し
た放電効率を維持する。空気負極１０の厚みは０．０１から２０ｍｍまでの間、空気負極
１０の密度は０．０１から５．０ｇ／ｃｍ３の間にある。空気負極１０は空気亜鉛電池、
燃料電池もしくはコンデンサーの電極とする。空気負極１０の厚みは、空気亜鉛電池が水
分の含有量を失うことを防ぐより良い性能及び空気負極のより良い機械的な強度ができる
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ように、０．６乃至２０ｍｍとしていることが好ましい。
【００１７】
　本発明の空気負極１０は、基礎台１１を集電装置とする。基礎台１１は金属網から作成
される。この他、金属網は一片の金属線網、一片の金属網格子もしくは金属網フォームを
含む。金属網の原料はステンレス、銅、ニッケル、銅合金、ニッケル合金、その他金属も
しくは合金を含む。
【００１８】
　一片の拡散層１２は、前記基礎台１１の両側に疎水カーボン原料とＰＴＦＥ結合剤と脱
イオン水との混合物を乾燥して塗布することにより製作される。拡散層１２の厚みは０．
０１から１５ｍｍの間が最もよい。空気負極１０を空気亜鉛電池の負極として使用する時
、空気は空気負極１０の拡散層１２を抜け、拡散層１２が空気亜鉛電池内の電解液が外の
空気の影響を受けるのを防止する。この他、空気亜鉛電池の亜鉛陽極の含水量は長時間維
持することができる。
【００１９】
　拡散層１２の上の各活化層１３は、疎水カーボン原料、ＰＴＦＥ結合剤と触媒剤から構
成される。本発明の空気負極１０を空気亜鉛電池の負極として使用する時、空気負極１０
の活化層１３は活化酸素で、負極化学反応を行い、それを水酸イオンに転化する。水酸イ
オンは電解液を通り抜け、亜鉛陽極金属と反応を起こして電流を発生する。活化層１３上
の触媒剤は、金属酸化物（ｍｅｔａｌ　ｏｘｉｄｅ）もしくは金属塩（ｍｅｔａｌ　ｓａ
ｌｔ）、例として鉄、コバルト、ニッケルとマンガン及びその他金属を選択することがで
きる。
【００２０】
　図２は、本発明実施例に基づく空気負極製造法フローチャートである。方法は、以下の
ステップを含む。
　ステップ２０：少なくとも１つの基礎台を提供する。
　ステップ２１：基礎台の上下側に二片の拡散層を重畳する。
　ステップ２２：スラリー（ｓｌｕｒｒｙ）に異なる塗布量もしくは異なる種類の触媒剤
を加入し、少なくとも三片の活化層を形成する。
　ステップ２３：二片の拡散層のうちの一片上にそれぞれ三片の活化層を適する順序で重
畳して載せる。
　ステップ２４：焼結活化層と拡散層を同時に焼結して工程処理時間を短縮する。
【００２１】
　図３は、本発明実施例が示す空気負極製造法のフローチャートである。方法は以下のス
テップを含む。
　ステップ３０：金属網で製作された基礎台を使用し、空気負極の集電装置とする。金属
網は一片金属線網，一片金属網格子もしくはフォーム網を含む。金属網の原料はステンレ
ス、銅、ニッケル、銅合金もしくはニッケル合金を含む。
　ステップ３１：空気負極の拡散層を準備する。
　ステップ３１－１：疎水カーボン原料とＰＴＦＥ結合剤と脱イオン水を２：１：５０の
重量比で混合する。
　ステップ３１－２：混合したＰＴＦＥ結合剤の疎水カーボン原料を焼き、その含水量を
比重の４％まで下げる。
　ステップ３１－３：焼成完成後、ＰＴＦＥ結合剤と疎水カーボン原料とからなる乾燥さ
れた混合物を均一に基礎台の上下側で覆う。
　ステップ３１－４：三層の拡散層を必要とするときにはステップ３１－３を繰り返す。
　ステップ３２：空気負極の活化層を準備する。
　ステップ３２－１：親水カーボン原料とＰＴＦＥ結合剤と触媒剤を３：１：２の重量比
で混合し、更に親水カーボン原料５００倍（重量）の水、メタノールもしくはイソプロパ
ノールを加えて調合し、溶液にする。上述の原料を均一に混合してスラリー（ｓｌｕｒｒ
ｙ）を形成し、触媒剤は金属酸化物（ｍｅｔａｌ　ｏｘｉｄｅ）もしくは金属塩（ｍｅｔ
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ａｌ　ｓａｌｔ）が最もよく、鉄、コバルト、ニッケル、マンガン、銅、とその他原料で
ある。
　ステップ３２－２：混合スラリー（ｓｌｕｒｒｙ）を拡散層上に三回被せ、三片の活化
層を形成し、多層構造を形成する。
　ステップ３２－３：２００～４００℃の温度で，基礎台、二片の拡散層と三片の活化層
を備えた多層構造を１０～４０分間焼結し、ＰＴＦＥ結合剤を安定させる。その後、シリ
ンダーロールで多層構造を回転押圧し、厚みを０．０１～２０ｍｍの間まで調整し、空気
負極を多層圧構造に形成する。
【００２２】
　良好な実施例に於ける空気負極１０は、ニッケルフォームで製作された基礎台１１を空
気負極１０の集電装置とする。二片の拡散層１２は、それぞれニッケル網の上下側に重畳
し、また三片の活化層１３は基礎台１１上の一片拡散層１２上に被せて重畳する。空気負
極１０の厚みは１．０ｍｍで空気負極１０の密度は０．２ｇ／ｃｍ２とする。
【００２３】
　拡散層１２の製造方法は、疎水カーボン原料、ＰＴＦＥ結合剤と脱イオン水を２：１：
５０の重量比で混合し、それを乾燥させる。次に乾燥した混合物をニッケル網の上下側に
被せる。活化層１３の製造方法は、親水カーボン原料、ＰＴＦＥ結合剤及び触媒剤の酸化
マンガンを３：１：２の重量比で混合する。親水カーボン原料５００倍（重量）のメタノ
ール、イソプロパノールもしくは脱イオン水を加え、混合スラリー（ｓｌｕｒｒｙ）とす
る。次に混合スラリー（ｓｌｕｒｒｙ）を一片拡散層１２上に三回被せ、三片の活化層１
３を形成し、それにより多層構造が形成され、３００℃の高温で３０分間、多層構造を焼
結し、空気負極１０を製作する。実施例中の空気負極１０を使用して空気負極ＩＶ電気特
性テストを実施する。
【００２４】
　空気負極ＩＶ電気特性テスト（電流密度対電子電位の放電テスト）は、先ず固定裝置を
使い、実施例製造法で製作した空気負極１０を固定する。次にＫＯＨ水溶液を加え、Ｈｇ
／ＨｇＯ電極を参考電極としてＰｔ電極を補助電極とする。続いて電化学分析器で空気負
極を分析し、図４に示すＩＶ電気特性曲線を取得する。
【００２５】
　ＩＶ電気特性曲線テスト結果が表示するとおり、Ｈｇ／ＨｇＯ参考電極の対応電圧が－
０．３Ｖより低い時、実施例の空気負極１０の電流密度は－０．１８Ａ／ｃｍ２以上に達
する。このため、実施例の空気負極１０はスピーディに酸素を触媒して負極化学反応を受
け、それを転化してＫＯＨ電解液を通過し、金属陽極と共に反応した水酸イオンが電流を
発生する。
【００２６】
　普通の空気電極もしくはガス電極の電流密度はわずか－０．０２５から－０．０８０Ａ
／ｃｍ２の間で、また一片の活化層を備えた空気負極電流密度は－０．３Ａ／ｃｍ２まで
至る。実施例で説明した空気負極１０の電流密度は、Ｈｇ／ＨｇＯ参考電極に於いて－０
．５Ｖより低い場合、－０．３４Ａ／ｃｍ２に達する。
【００２７】
　この他、普通の空気負極（二片の拡散層と一片活化層から構成される三層構造）は、二
回の焼結を必要とし、時間は６０分間かかる。本発明に係る実施例（二片の拡散層と三片
の活化層から構成された五層構造）の空気負極は、わずか一回の焼結でよく、時間は３０
分間ですむため、生産にかかる時間を節約することができる。
【００２８】
　図５は、普通の空気負極と本発明で説明する空気負極の電分析曲線の指示図である。こ
の二種の空気負極はどちらも０．５Ａ／ｃｍ２の電圧で放電を行い、且つ時間は７２，０
００秒間である。本発明で説明した、三片の活化層を有する空気負極は、比較的高い電圧
下で安定した放電流を維持する。単一の活化層を備える普通の空気負極は不安定現象を起
こすものと思われる。放電時間を増やした場合、普通の空気負極は更に多くの電圧で放電
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流を維持しなければならない（効率が下がる）。
【００２９】
　範例方式と良好な実施例によって本発明を説明したが、これは本発明の範囲を制限する
ものではない。反対に多種の修正と類似の処理や手順に及ぶことが意図されている。その
ため、本特許請求の範囲は、これらの類似の処理と手順もすべて含まれるように広く解釈
されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１Ａ】本発明は本空気負極発明の指示図である。
【図１Ｂ】本発明は本空気負極発明の指示図である。
【図１Ｃ】本発明は本空気負極発明の指示図である。
【図１Ｄ】本発明は本空気負極発明の指示図である。
【図１Ｅ】本発明は本空気負極発明の指示図である。
【図２】本空気負極発明製造法のフローチャートである。
【図３】本発明実施例の空気負極製造法フローチャートである。
【図４】本空気負極発明の電気特性曲線指示図である。
【図５】普通の空気負極と本発明を説明する空気負極の電気特性比較曲線の指示図である
。
【符号の説明】
【００３１】
　　１０　　　　空気負極
　　１１　　　　基礎台
　　１２　　　　拡散層
　　１３　　　　活化層
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】図面
【訂正対象項目名】図２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【図２】

【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】図面
【訂正対象項目名】図３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】



(9) JP 2009-140898 A5 2011.12.22

【図３】


	header
	written-amendment

